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外国人労働者の雇用管理

令和６年９月24日～９月25日

厚生労働省 岐阜労働局 職業安定部

職業対策課 外国人雇用対策担当官



外国人労働者数と在留外国人数・外国人雇用事業所数の推移（全国）
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外国人労働者数と在留外国人数、外国人雇用事業所数の推移

外国人労働者数 在留外国人数
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外国人雇用事業所数の推移

外国人雇用事業所数

（所）（千人）

＊外国人労働者数、外国人雇用事業所数・・・「外国人雇用状況」各年10月末時点（厚生労働省）

＊在留外国人数・・・「在留外国人統計」各年12月末（出入国在留管理庁）

◇外国人労働者数は、２００万人超え
外国人労働者数は、2,048,675人で、前年比225,950人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し、
対前年増加率は12.4％と前年の5.5％から6.9ポイント上昇。

◇在留外国人数は、３４１万人超え
在留外国人数は、3,410,992人で、前年比335,779人増加し、対前年増加率は10.9％



＊岐阜県では、外国人を雇用している事業所数は5,397事業所。届出が義務化された平成19年以降過去最高を更新

＊岐阜県の外国人労働者は40,028人であり前年比で3,836人増加し、届出が義務化された平成19年以降過去最高を更新

＊国籍別では、ベトナムが最も多く、10,772人、次いでフィリピンが8,926人、ブラジルが5,804人となっている。
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フィリピン 8,926人
ブラジル
5,804人ベトナム 10,772人 その他

国籍別の状況

・ベトナム 前年同期比 1,592人（17.3％）増加 ・フィリピン 同 284人（3.3％）増加 ・ブラジル 同 34人（0.6％）増加 ・中国（香港マカオ含む） 同 228人（4.1％）減少

中国 5,359人
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岐阜県内の外国人雇用事業所数及外国人労働者数の推移
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外国人雇用事業所数

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

東
京

愛
知

大
阪

神
奈
川

埼
玉

千
葉

静
岡

福
岡

兵
庫

茨
城

群
馬

広
島

岐
阜

北
海
道

三
重

栃
木

京
都

長
野

滋
賀

岡
山

熊
本

宮
城

沖
縄

富
山

石
川

愛
媛

新
潟

香
川

鹿
児
島

福
島

山
梨

福
井

山
口

大
分

長
崎

奈
良

佐
賀

岩
手

宮
崎

山
形

徳
島

青
森

島
根

和
歌
山

高
知

鳥
取

秋
田

外国人労働者数

都道府県ランキング
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在留資格について
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外交 教授 教育 永住者 永住者の配
偶者等公用 法律・会計業

務
宗教

定住者 日本人の配
偶者等経営・管理 報道 医療

技能 研究 企業内転勤

芸術 興行 介護

高度専門職 技術・人文知識・国際業務

技能実習

就労活動制限あり （専門的・技術的分野） 就労活動制限なし

技能実習生

就労が認められている

特定活動 就労の可否は指定される
活動によるもの

短期滞在 研修 文化活動 留学 家族滞在

就労が認められていない

特定技能1号・2号 特定産業分野

「資格外活動許可」により一定の範囲内で就労が認められる。
「短期滞在」の場合は、原則として就労は認められない。



「在留カード」について①

6



出入国在留管理庁ウェブサイト上で、在留カード等番号が失効していないか確認することができます。

また、在留カード等の情報が偽造・改ざんされたものでないかどうかを確認することができるアプリも
無料配布されています。

偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合
わせください。

在留カード等
番号失効情報照会

https://lapse-immi.moj.go.jp/
在留カード等

読取アプリケーション

http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

「在留カード」について②
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新などの在留に関す
る許可に伴って交付されるものです。
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ハローワークへの届出（雇入れ・離職時の届出）

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生
活の充実等に関する法律【通称：労働施策総合推進法 ＝ 旧雇
用対策法】

（外国人雇用状況の届出等）第２８条

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国
人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その
者の氏名、在留資格（出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項
に規定する在留資格をいう。次項において同じ。）、在留期間（同
条第三項に規定する在留期間をいう。）その他厚生労働省令で定め
る事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。

外国人雇用状況の届出①
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「雇用保険被保険者資格取得届」の様式（様式第２号）

外国人雇用状況の届出②

雇用保険の被保険者となる場合（雇入れ時）
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「雇用保険被保険者資格喪失届」の様式（様式第４号）

「19.在留資格」欄
在留カードの「在留資格」又は旅券

(パスポート）上の上陸許可証印に記
載されたとおりの内容を記入してくだ
さい。

在留資格が「特定技能」又は「特定
活動」の場合には、以下のいずれかを
記入してください。

外国人雇用状況の届出③

雇用保険の被保険者となる場合（離職時）
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「外国人雇用状況届出書」の様式（様式第３号）

外国人雇用状況の届出④

雇用保険の被保険者とならない場合
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●届出方法

「在留資格の変更に係る外国人雇
用状況届出書」に、該当箇所を記載
して届出をお願いします。届出様式
は、岐阜労働局のホームページ、又
はハローワークの窓口にあります。

●届出先

雇用保険の被保険者

雇用保険の適用を受けている

事業所を管轄するハローワーク

被保険者とならない外国人

外国人が勤務する事業所施設

（支店、店舗、工場など）の

住所を管轄するハローワーク

外国人の場合で、雇入れ後、在留資格の変更が行われた場合

外国人雇用状況の届出⑤
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技能実習から育成就労へ

令和６年３月１５日、技能実習制度が廃止され、「育成就労」という新たな制度へ閣議決定。
令和６年６月２１日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実
習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布。→令和６年６月２１日から起算して３年以内
の制令で定める日に施行される。

技能実習 育成就労
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ハローワークに「外国人雇用管理アドバイザー」 ※を配置し、外国人労働者の雇用管理の改善
や職業生活上の問題など、外国人を雇用する事業主からの様々な相談に対して、事業所の実態に
応じた専門的な指導・援助を行います。

※ 社会保険労務士や中小企業診断士など、外国人労働者の雇用管理の改善に関して深い知識と経験を有する者へ委囑。

外国人雇用
事業主

ハローワーク

雇用管理
アドバイザー

連絡調整訪問等による
指導・援助

相談申込み

・最寄りのハローワークを通じて、外国人雇用管理アドバイザーへの相談申込みが可能です

（相談費用無料）。

・訪問日程を調整の上、外国人雇用管理アドバイ

ザーが事業主を訪問し、相談に対応します。

※ このほか、窓口において外国人雇用管理アドバイザーによる

相談を実施しているハローワークもあります。

●概要

●利用方法

●相談事例

・外国人労働者を雇用するにあたり、どのような
点を考慮したらよいか

・労働契約、職務配置、福利厚生、退職・解雇時
の注意点 等

外国人雇用管理アドバイザー 無料
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